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「第２次世田谷区教育ビジョン・調整計画（素案）」パブリックコメント実施結果 

 

１．実施概要 

（１）期  間：令和３年９月１５日（水）～１０月６日（水） 

・媒  体：区のお知らせ特集号（概要のみ）、ホームページ・出張所等（全文） 

・受付状況：１１１人（意見件数：１４３件） 

      ハガキ７２人、手紙２人、ファックス１人、ホームページ３６人 

 

２．反映状況 

第２次世田谷区教育ビジョン･調整計画（案）に反映したもの      ９件 

策定の参考にしたもの                      １１９件 

その他                                    １５件 

 

３．項目別内訳件数 

項目 件数 

計画全体 ５ 

Ｌ１ 地域の教育力をいかした学校の支援 １０ 

Ｌ２ 乳幼児期から小・中学校における質の高い教育の推進 １８ 

Ｌ３ 教育デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）の推進 ２６ 

Ｌ４ 才能や個性をはぐくむ体験型教育の推進 ３ 

Ｌ５ 一人一人の個性を伸ばす特別支援教育の推進 １６ 

Ｌ６ いじめ防止対策及び不登校支援等の総合的な推進 １２ 

Ｌ７ 教員が子どもとかかわる時間の拡充 １１ 

Ｌ８ 教育総合センターを拠点とした質の高い教育の推進 ４ 

Ｌ９ 中央図書館機能の拡充と図書館ネットワークの推進 １３ 

第２章第１節 調整計画における視点 ８ 

その他 １７ 

合計 １４３ 

 

４．主な意見の概要 

裏面のとおり 

別紙４ 
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【概要版】 

 

 

令和３年９月１５日（水）～１０月６日（水）に実施した「第２次世田谷区教育ビジョン・

調整計画（素案）」パブリックコメントでいただいたご意見の中で、数多くいただいた意見、

今後の施策の策定にあたり、新たな気づきとなる視点が含まれた主な意見については、下記

のとおりとなります。 

 

 

意見の概要 教育委員会の回答 

乳幼児期に教育という言葉を用いるのは適

切ではないと考えます。子どもが課題に向き

合い判断する力を身につけるために必要な

のは、教育ではなく体験だと思う。 

乳幼児期の教育・保育において、遊びや生活

の中での様々な体験を通して、これからの社

会を生き抜く力の基礎を身につけることが

できる環境や機会を整えていきます。 

あらゆる学びをするための基礎力としての

「読み・書き」がまだおぼつかない低年齢・

低学年への安易なタブレット学習や「教育デ

ジタル・トランスフォーメーション」、不要

どころか、記憶力、読解力などを育む上で弊

害になる。 

小学校低学年の場合、タブレット操作ではな

く、子どもには「読み書き」の力をきちんと

身につけてほしい。 

デジタルで学習する場面、紙媒体で学習する

場面を、児童・生徒の個性や学習内容に応じ

て選択できるようにするなど、個別最適な学

びの実現に努めてまいります。 

障害の有無に関わらず、同じ教室で共に学

び、共に育つインクルーシブ教育を推進し、

通常学級での支援を広げてほしい。 

どの子どもも等しく認められ尊重されるイ

ンクルーシブ教育を推進していきます。 

教育現場で多様性を認め合う機会が必要。 

いただいたご意見を踏まえて、多様性を認め

合い、人権を尊重する姿勢をはぐくむため

に、人権教育を推進してまいります。 

計画に子ども達の声を反映してほしい。 

次期教育ビジョン策定時には当事者である

子どもの意見を反映できる仕組みを検討し

てまいります。 
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５．意見概要及び教育委員会の回答 

（１）第２次世田谷区教育ビジョン・調整計画（案）に反映したもの（９件） 

意見の概要 件数 教育委員会の回答 

Ｌ２ 乳幼児期から小・中学校における質の

高い教育の推進 
１  

①主な取組みに「子どもに障害があってもな

くても、「共に学ぶ」インクルーシブ教育を

目指します。そのために海外の教育や先進的

な取り組みに学びます。」を入れてほしい。 

１ 

区としては、多様性な個性を尊重したインク

ルーシブな教育の理念を踏まえ、教育を進め

てまいります。その旨を調整計画の本文にも

追記いたしました。 

Ｌ５ 一人一人の個性を伸ばす特別支援教

育の推進 
３  

①障害の有無に関わらず、同じ教室で共に学

び、共に育つインクルーシブ教育を推進し、

通常学級での支援を広げてほしい。 

１ 

障害の有無に関わらず、同じ教室で共に学

び、共に育つインクルーシブ教育の推進につ

いて、ご意見をいただきました。現在、世田

谷区における保護者の方の就学先に関する

ご意向は、お子さんの特性を踏まえた指導に

より、お子さんの持てる力を最大限伸ばして

いく特別支援教育を望まれる方や、合理的配

慮のもと、地域の学校で地域のお子さんと共

に過ごすことに重きを置かれる方がいらっ

しゃるなど、多様であるとともに尊重すべき

ことであると考えています。 

今後、教育委員会では、誰一人置き去りにさ

れることなく全ての子どもたちが、生き生き

と充実した学校生活を送ることができるよ

う、教職員一人一人がインクルーシブ教育に

関する理解を深め、その実現に向けた取組み

を共有し実践できるよう、先進的な事例等の

データベース化について検討いたします。 

また、教育総合センターを拠点とし、教員の

専門性向上と人材育成、専門チームによる支

援の強化、教育環境の整備、障害理解教育の

推進などに取り組み、どの子どもも等しく認

められ尊重されるインクルーシブ教育を推

進してまいります。 

②主な取組みに「障害があっても通常学級に

在籍している事例を収集し（過去も含め）、

インクルーシブ教育実現に役立てる。」を入

れてほしい。 

１ 

③共に学び、共に生きる、真のインクルーシ

ブを、教育ビジョンに掲げ、障害の有無に関

わらず、地域の通常学級を選択し、安心して

学校生活を送ることが保証されるインクル

ーシブ教育を推進してほしい。 

また、教育総合センターでは、今後、真のイ

ンクルーシブ教育を推進していくために、研

修などにより教員の意識改革を行うととも

に、良い対応事例、悪い対応事例などを共有

し、各学校で広く実践するシステムを構築す

ることを望む。 

１ 

Ｌ６ いじめ防止対策及び不登校支援等の

総合的な推進 
２  

①具体策が挙げられており、一番わかりやす

かったが、いじめについては、より踏み込ん
１ 

教育ビジョンの教育目標である「すべての教

育活動を通して人権教育を推進します。ま
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だ対策が必要であり、倫理教育、道徳教育が

必要である。 

た、リーディング事業２や取組み項目３－１

で人権教育、道徳教育を推進してまいりま

す。 

②「世田谷区第二次男女共同参画プラン後期

計画」に記載されている男女共同参画実現に

向けた視点について、第２次世田谷区教育ビ

ジョン・調整計画でも触れるべきである。 

１ 

教育ビジョンの教育目標である「すべての教

育活動を通して人権教育」を推進します。ま

た、リーディング事業２や取組み項目３－１

で人権教育、道徳教育を推進してまいりま

す。 

Ｌ９ 中央図書館機能の拡充と図書館ネッ

トワークの推進 
１  

①調整計画における図書館機能の拡充につ

いては、異論はない。しかし、民間活用など

効率化に力点がおかれていること等、疑問が

ある。 

１ 

リーディング事業以外の個別の取組みとし

て、「多様な利用者へのサービスの充実」「職

員の人材育成」等を記載していきます。 

その他 ２  

①ごみ問題は教育の問題につながっていて、

大人がポイ捨てをしています。幼い時から家

庭教育、学校教育が大事。 

１ 

頂いたご意見を施策の策定の際の参考とさ

せていただき、取組み項目３－５において、

「持続可能な開発目標（SDGs）」の視点を踏

まえながら、環境・エネルギー教育を推進し

てまいります。 

②教育現場で多様性を認め合う機会が必要。 １ 

頂いたご意見を踏まえて、リーディング事業

２において、多様性を認め合い、人権を尊重

する姿勢をはぐくみむために、人権教育を推

進してまいります。 
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（２）第２次世田谷区教育ビジョン・第２期行動計画（案）の参考としたもの（１１９件） 

意見の概要 件数 教育委員会の回答 

計画全体 ５  

①外来語、新造語を使わないでほしい。例え

ば、「インクルーシブ教育」→分け隔てのな

い教育、「STEAM 教育」→文理融合など。 

１ 

誰にでも分かりやすい言葉を用いてより多

くの方々にご理解いただけるよう努めてお

ります。固有名詞等で一般的ではない言葉を

用いる際は、脚注を付けてその意味をお伝え

しているところです。 

なお、今後、言葉自体がより広く認知され、

言葉の意図するところが、より具体的に分か

りやすく教育活動に反映されるよう、改善を

図ってまいります。 

②素案に賛成。若い人々が、想定外の事態と

向き合った時にどう行動したら良いのかを

考え、次の行動を起こせる人間に育ってもら

える社会（地域）作りをしてほしい。 

１ 
調整計画に基づき、世田谷らしい質の高い教

育を推進していきます。 

③リーディング事業として、細かく分けすぎ

ている。 
１ 

リーディング事業では、調整計画の 2 年間に

重点を置いて横断的に取り組む事業を掲げ

ています。乳幼児期から小・中学校における

質の高い教育の推進など、世田谷らしい質の

高い教育を推進していきます。 

④背景の数値の記載、説明文のビジュアル

化、計画の推進体制、計画の施行後の評価時

期と評価方法の明記などを検討してほしい。 

１ 

背景の数値は資料編に記載し、説明文につい

てはコラムなどを記載し見やすくしてまい

ります。計画の推進体制については、教育委

員会の全所管で取り組んでまいります。ま

た、調整計画に基づく各取組み項目について

は、年１回教育委員会が自らの施策について

点検及び評価を行っています。点検及び評価

の結果については、毎年３月に区議会へ報告

し、ホームページなどで広く公表していま

す。 

⑤計画に子ども達の声を反映してほしい。 １ 

次期教育ビジョン策定時には当事者である

子どもの意見を反映できる仕組みを検討し

てまいります。 

Ｌ１ 地域の教育力をいかした学校の支援 １０  

①放課後の支援や学習援助など子どもの教

育の支援が必要と思います。 
１ 

子どもの学習支援については、タブレット端

末の効果的な活用を含め、検討していきま

す。 
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②退職された地域の方などにお願いして、

「パソコン」「生花」「書道」「外国語」「楽器

やバンド」などを教えてもらってはどうか。 

１ 

学校支援地域本部が学校の依頼を受け調整

を行うものには、授業の補助、自学自習等の

支援、読み聞かせ、部活動の指導などが含ま

れます。学校支援コーディネーターを通じて

地域の人材が児童・生徒のために優れた特

技・技能を発揮できるよう、学校支援地域本

部の活動の充実を図ってまいります。 

③総合型クラブやその他団体の学校施設使

用については、クラブや団体にとっては施設

の利用がしづらい。総合型クラブの関係所管

の積極的な関与が必要であり、世田谷区スポ

ーツ振興財団や競技団体等の中学校運動部

活動への協力体制の構築など部活動の課題

解決につなげるべき。 

１ 

総合型地域スポーツ・文化クラブは「世田谷

区スポーツ推進計画」の推進に取り組む担い

手として期待されており、区は新規クラブの

設立や既存クラブへの支援に取り組んでま

いりました。また、地域にとって身近な場所

である学校で多くのクラブが設立するよう、

学校と地域の協力や連携を図るため、平成２

９年度から担当部課を教育委員会の中に事

務移管し、今日に至っております。今後も「ス

ポーツ推進計画」の推進のため、スポーツ推

進部と生涯学習部の連携を続けてまいりま

す。また、ご指摘のとおり、学校の働き方改

革を踏まえた部活動改革において、部活動に

おいては学校部活動から地域部活動への段

階的な移行が具体的な方策として提案され

ており、その地域部活動の運営主体のひとつ

として総合型地域スポーツ・文化クラブが挙

げられております。国や他自治体の動きに注

視し、総合型地域スポーツ・文化クラブと部

の連携のあり方について検討してまいりま

す。 

④空き家を活用し、塾に行けない子どもたち

に、退職した教員や地域の方などが勉強を教

える場をつくってほしい。 

１ 

退職された教員の皆さんに対しては、その経

験を活かし、今度は地域の人材として学校運

営への参画や教育活動の支援を積極的に行

っていただきたいと思っております。特に、

学校支援地域本部が学校からの依頼を受け

て行うコーディネート（調整）の中には、授

業の補助や自学自習の支援などが含まれて

おり、退職された教員がボランティアとして

活動できるものがございます。地域の優秀な

人材に学校運営や教育活動を支えていただ

けるよう、教育委員会としましては、学校支

援コーディネーターへの研修や学校への情

報提供等を通じて、学校支援地域本部の活動

内容の充実を図ってまいります。 
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⑤青少年の自尊感情の涵養やいのちの大切

さを学ぶ機会として、乗馬や動物との触れ合

い、不登校児童生徒等の居場所となるスペー

スをつくってほしい。 

１ 

区立小学校では、ウサギやモルモットなどの

小動物の飼育を通じて、命の大切さなどを学

ぶ教育を実践しています。なお、いただきま

したご意見は今後の施策への参考とさせて

いただきます。 

⑥入学前、入学後、小４以降の思春期に向け

てなどについて、親同士や先生によるワーク

ショップが必要である。 

１ 

ご指摘のような乳幼児期の教育・保育と小学

校との円滑な接続についての視点は、リーデ

ィング事業２の内容の中にお示ししていま

す。いただいたご提案につきましては、今後、

乳幼児幼児教育・支援センターを中心とし

て、乳幼児期の教育・保育と小学校以降の義

務教育との円滑な接続や幼・保・小の連携の

促進に向けて検討・取組みを進める中で参考

とさせていただきたいと思います。 

⑦国の政策では、既に地域・社会と学校との

関係を「支援」から「協働」にとシフトし、

「学校支援地域本部」から「地域学校協働本

部」へと転換している。世田谷区でも速やか

に「地域学校協働」の形に進むことを期待す

る。 

１ 

平成２７年度の学校支援地域本部モデル実

施に先立ち、当事業のしくみ検討を行いまし

た。検討にあたり、当時の学校関係者等から

の意見を参考とし、学校からの依頼に基づ

き、学校の教育活動等を支援することに重点

を置くことといたしました。 

 この度、全区立小・中学校で学校支援地域

本部の導入が完了いたしました。 

 今後は、各学校の実績や取組み状況を踏ま

え、学校や関係者の意見を聴きながら地域学

校協働本部への移行について慎重に検討し

てまいります。 

⑧共働き世代には PTA 活動が重荷なので、役

に立ちたい人達に手伝ってもらう方法がい

いのではないか。 

１ 

PTA 活動が役員の大きな負担とならないよ

う、各 PTA にて活動内容や会則を適宜見直し

ながら活動されています。PTA によっては、

地域の方々に協力いただいている場合もあ

るようです。各 PTA が集まる総会等でいただ

いたご意見をお伝えします。 

⑨授業とは別に区民の有志で将来の日本を

背負う若人の育成授業を行ってはどうか。 
１ 

頂いたご意見を施策の策定の際の参考とさ

せていただきます。 

⑩学校にかかわることをボランティアなど

に頼るのではなく、外部委託を検討してほし

い。 

１ 

PTA 活動が役員の大きな負担とならないよ

う、各 PTA にて活動内容や会則を適宜見直し

ながら活動されています。各 PTA が集まる総

会等でいただいたご意見をお伝えします。 
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Ｌ２ 乳幼児期から小・中学校における質の

高い教育の推進 
１７  

①小中学校は基礎学力をしっかりっと身に

つけるべき。 
１ 

新しい学習指導要領では、小学校３・４年生

で「外国語活動」、５・６年生で「外国語」

が位置付けられおり、学校では、学習指導要

領に則り、教育活動を行っております。どの

教科においても、つまずきやすい内容を確実

に習得させるために繰り返し学習等も併せ

て行い、基礎学力の定着を図ってまいりま

す。 

教科「日本語」は、言葉に対する関心や理解

を深めるとともに、深く考え、自らを表現し、

日本文化を大切にする児童・生徒を育成する

ため、引き続き取り組んでまいります。 

②算数の授業は少人数制のレベル別授業が

行われており、英語についても同様の仕組み

で、生徒のレベルに応じた授業ができる体制

の整備を望む。 

１ 

小学校においては、主に算数において、習熟

度別指導を、都より教員を加配していただ

き、実施しております。中学校は英語や数学

で習熟度別指導を実施しており、一定の成果

を上げております。教員の配置については、

東京都教育委員会に権限がありますので、加

配教員の拡充については、要望をしてまいり

ます。 

③いじめや災害、事故、テロ対策、応急処置、

護身術に対応する能力を身につけ生き抜く

人材育成を教育ビジョンに入れてほしい。 

１ 

頂いたご意見を施策の策定の際の参考とさ

せていただき、第２次教育ビジョンの基本目

標と基本的な考え方に基づいて、未知の世界

を切り拓く力をはぐくむために、世田谷らし

い質の高い教育を推進していきます。 

④乳幼児期からの教育はやめて、福祉を進め

てほしい。また、教育課程について、低学年

のものを幼稚園に「おろす」こともやめてほ

しい。 

１ 

乳幼児からの教育とは、子どもたちが遊びや

生活の中で様々な体験を通じて子どもたち

が非認知的能力等これからの社会を生き抜

くための基礎的な力を身に付けることに主

眼があります。ご指摘の低学年の教育課程を

幼稚園に卸すことを乳幼児期からの教育と

捉えている訳ではありません。区としては、

多様な個性を尊重したインクルーシブな教

育・保育の考え方の下、子どもたちの個性や

能力を伸ばすような教育・保育を実施してい

きたいと考えております。 

⑤計画には、格差を生まない教育の視点を取

り入れてほしい。 
１ 

今日的な教育課題として、様々な教育があり

ますが、学校ではそれらの教育について、教

科学習等と関連付けながら、横断的な学習を

行っております。 

⑥教育管理職へ研究観の向上のため、研修を

充実させてほしい。 
１ 

喫緊の教育課題に対応するための管理職研

修を毎年実施しておりますが、更なる充実に

努めてまいります。 

⑦小学校の英語・理科は、専任教員を配置す

るべき。 
１ 

教員の配置につきましては、任命権者である

東京都教育委員会に、要望をしてまいりま

す。 
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⑧新しいカリキュラムについては、発達段階

に応じた子ども期の遊びなどを十分に保障

してから進めてほしい。 

１ 

カリキュラム開発においては、子どもたちの

発達段階に応じたものになるよう研究をし

てまいります。 

⑨世田谷区でも小中一貫校を運営してほし

い。 
１ 

世田谷区では地域ごとに幼・小・中による学

び舎を形成しております。今後、保育園とも

連携しながら、質の高い教育を目指していき

ます。 

⑩各クラスに特徴を持たせて一律の教育に

しない。評価も子どもの特徴を踏まえて工夫

してほしい。 

１ 

各学校における児童・生徒の実態や保護者地

域の願いを踏まえ、一人ひとりの興味関心を

生かした自主的、主体的な学習としての「個

別最適な学び」の充実を図っていくことに加

え、多様な個性や能力を伸ばし互いに尊重し

協調しながら学び合える教育の更なる充実

を目指していきます。 

⑪小学生のうちから、栄養学、医学を教育し

ていく必要があると思う。 
１ 

頂いたご意見を施策の策定の際の参考とさ

せていただきます。 

⑫「日本語」専門家でない教科の教員が、教

科「日本語」を教えているので、やめたほう

がいい。 

１ 

働き方改革を推進することは重要であると

考えております。一方で、教科「日本語」に

よってさまざまな課題を自ら見つける力、他

者を理解し自分を表現する豊かなコミュニ

ケーションの力、そしてそれらの基盤となる

「ことばの力」を着実に育んでいくことも重

要であると捉えております。今後も、引き続

き、学校の業務全体を見直し、精選を図るこ

とで働き方改革を進めてまいります。 

⑬乳幼児期から小・中学校における質の高い

教育の推進には、英語教育の充実もいいが、

「日本語」を中心にとした取組みを望む。 

１ 

乳幼児期から小・中学校において、これまで

の世田谷９年教育の成果を基に、「探究的な

遊び・学び」を通した、質の高い教育を実現

してまいります。 

⑭教職員の業務が増えたり、子どもの幼稚

園・保育園の評価が引き継がれる恐れがある

ので、学び舎を幼稚園や保育園に広げること

はやめてほしい。 

１ 

教育総合センターの開設により、学校業務を

サポートする学校支援の仕組みづくりの推

進や、授業資料や研究成果のデータベース

化、困っている教員等への相談窓口の設置等

により、教員の負担軽減に努めてまいりま

す。さらに、教育総合センターの中に「乳幼

児教育支援センター機能」を設置し、より質

の高い教育・保育を提供できる体制の構築を

目指してまいります。 

⑮キャリア教育、英語教育などは、現行の教

育課程を削減しないとレベルアップしない。 
１ 

子どもたちが主体的に課題を解決していく

「探究的な学び」を通して「質の高い教育」

の実現を目指してまいります。併せて、幼・

小・中の学びの連続性や教科を超えた知識の

活用等、子どもが体験し学んだことを他の場

面で生かせる、意図的・計画的な指導計画の

実現に努めてまいります。 

⑯学校関係者評価のアンケート実施時期の

見直しを行ってください。3 年に 1 度の実施

で十分だと思う。 

１ 

学校関係者評価は、法に基づいて実施してお

ります。今後、評価項目、目標設定など、実

施方法も含めて検討してまいります。 
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⑰乳幼児期に教育という言葉を用いるのは

適切ではないと考える。子どもが課題に向き

合い判断する力を身につけるために必要な

のは、教育ではなく体験だと思う。 

１ 

区としては、乳幼児期における教育・保育に

おいて、遊びや生活の中での様々な体験を通

して、子どもたちが非認知的能力等これから

の社会を生き抜くための必要な力の基礎を

身に付けることができる環境や機会を整え

ていきたいと考えています。また、乳幼児期

における教育・保育に取り組むにあたって

は、子どもたちが受け身となるのではなく、

主体的に学ぶことができる環境づくりなど

を重視していきたいと考えております。 

Ｌ３ 教育デジタル・トランスフォーメーシ

ョン（ＤＸ）の推進 
２６  

①ＩＣＴ環境整備で重要なのは質より量で

あり、ネットワークを充実させる事に取り組

む必要があると思う。 

１ 

児童・生徒１人１台端末を効果的に活用した

新たな学びの推進に向け、オンライン授業の

実施結果等も踏まえ、通信環境の改善等を進

めてまいります。 

②講師にはタブレットが支給されていませ

ん。教える側、教わる側 双方が同じである

ことではじめて ICT が推進できると思う。 

１ 
令和３年１０月までに、専科の教員用も含め

てタブレット端末の追加配備を行っており

ます。今後も学校の ICT 環境の充実に努めて

まいります。 
③教員への1人1台タブレットの配備を早急

に行ってほしい。 
１ 

④オンライン授業において、学校の Wi-Fi

環境が悪いため、画質は粗く、音声も切れて

します。教師用の専用マイクを着衣に付ける

等の対策を早急にして欲しい。 

１ 

オンライン授業の実施結果を踏まえ、通信環

境の改善や必要な ICT 機器の整備等を進め

てまいります。 

⑤オンライン授業は一方通行ではなく、子ど

も達が自由に考え、意見交換できる環境を作

っていくべきである。 

１ 

世田谷区においては、子供たちの探究的な学

びの実現を目指し授業改善に取り組んでい

るところです。オンライン授業においては、

授業方法や内容など、通常とは異なりますの

で、効果的な授業の在り方について、研究し

てまいります。 

⑥ICT の環境整備を進めてほしい。 １ 

現場の教員に過度な負担がかからないよう、

学校の ICT 環境の整備を進めるとともに、教

育委員会として一体となって ICT を活用し

た学びの推進に取り組んでまいります。 
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⑦タブレット端末で、授業中に YouTube を見

たり、休み時間に遊んでいる状況でした。 
１ 

本区の端末は、SNS の利用制限などの設定を

行っております。また、タブレット端末の適

切な利用方法については、学校を通じてと児

童・生徒、保護者とも共通理解を図っており、

タブレットの使い方の Q＆A を掲載した「教

えてタブレット先生」を「すぐーる」を通じ

て保護者に配信するとともに、ネットリテラ

シー醸成講座などで、児童生徒にも直接指導

しているところです。 

⑧タブレット端末で、YouTube を見ているの

で、セキュリティ対策を行わないのか。 
１ 

⑨DX だけではなく、自然に親しむことが触

れられていない。 
１ 

頂いたご意見を施策の策定の際の参考とさ

せていただきます。 

⑩子どもの自主性を重んじて、スマホを容認

してはどうか。 
１ 

⑪実際に役に立つ IT スキルの底上げが必要

だと思う。 
１ 

⑫私立中学進学者が多い実情を鑑み、世田谷

9 年教育は見直し、小学校は小学校、中学校

は中学校で分けてほしい。 

１ 

⑬タブレット端末の配付はとてもいいと思

うが、実際に体験活動も重要と思う。 
１ 

教育において体験活動はとても重要であり

ます。今後も、体験を通した学びの充実を図

ってまいります。 

⑭道徳教育の徹底をしてほしい。 １ 

学校における道徳教育は、学習指導要領に基

づき、道徳の学習の時間を要として教育活動

全体を通じて行っております。 

⑮基礎基本があっての ICT での探求などが

あるので、小学校低学年にはタブレットは必

要ないと思う。 

１ 

子どもの学習支援については、タブレット端

末の効果的な活用を含め、検討していきま

す。 

⑯区の専門職員と専門機能を持っているボ

ランティアで、ICT 機器・アプリの扱い方を

支援するサポーター、および教員が作成した

教材を電子コンテンツ化する編集者や Web

デザイナーを学年に複数配置する必要があ

ると思う。 

１ 

ＩＣＴを活用した授業実施をサポートする

ＩＣＴ支援員を学校に配置し、教員を支援す

る体制を構築しております。また、区内の教

員から選任したＩＣＴインフルエンサーに

よる活用動画の配信、授業提案を進めるとと

もに、校内ではＩＣＴ推進リーダーを中核と

する組織的な対応を行っています。 

⑰ICT については、税金で実施しているため

効果的な活用をしてください。 
１ 

ＩＣＴを活用した子どもへの効果的な学習

支援を実施いたします。 
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⑱教育委員会と学校が発出する文書相互の

関連性がわかりづらい。また、体温測定の報

告がアプリと紙に分散していて、行き当たり

ばったり感が否めない。 

１ 

頂いたご意見を施策の策定の際の参考とさ

せていただき、教育委員会からの通知に関し

ましては、学校との関連性や必要性を検討し

ながら、なるべくシンプルな通知にするよう

努めてまいります。体温測定の報告がアプリ

と紙に分散している状況に関しましては、ス

マートフォン等をお持ちではないご家庭も

あることなども踏まえ、今後のあり方を検討

してまいります。 

⑲1授業に1人のサポート要員を付けること

は最初は無理かもしれないが、必須の体制だ

と思う。教員支援として、オンラインでの進

行スキルや教材・ICT ツール、オンライン授

業に対応した研修・研究活動の実施を継続し

てお願いしたい。 

１ 

ＩＣＴを活用した授業実施をサポートする

ＩＣＴ支援員を学校に配置し、教員を支援す

る体制を構築しております。また、教員のＩ

ＣＴ活用指導スキルを高めるため、適宜研修

を実施するとともに、教員に向けたオンライ

ン授業の進め方に関する動画等の配信も行

っております。 

⑳大きくなった教科書に加え、iPad を置く

となると昔ながらの机のサイズではサイズ

不足である。 

１ 

安心かつ快適にタブレット端末を活用した

学習を実施できるよう、引き続きソフト面、

ハード面双方の教育ＩＣＴ環境整備充実に

努めてまいります。 

㉑高学年の教科担任制に反対です。また、ICT

の教育的価値は、ほとんど未解明です。未解

明なことを進めるのは無責任。 

１ 

教科担任制については、文科省の有識者会議

によって検討結果がまとめられました。実際

の実施については、教員の任命権者である東

京都教育委員会の判断によります。ICT 教育

については先進事例や有識者のご意見等も

参考に適切に進めてまいります。 

㉒安心して利用できる区の SNS を作って、大

人も一緒に使って使い方を教える場があっ

たらよい。世田谷区には自然豊かな場所や

NPO の方たちの支援による学びの場が多く

あるので、オフライン、オンラインの両面で

地域の力をもっと活用して欲しい。 

１ 

世田谷区では、教員の管理の下、児童・生徒

が学習成果を発表しあったり、情報交換のた

めに利用することで、インターネット上での

コミュニケーションの方法等を安全に学習

できる環境を整備しております。 

㉓ネット依存や、ネットを利用しての誹謗中

傷、いじめ等の問題を踏まえ、ICT 教育は慎

重に進めてほしい。 

１ 

タブレット端末の適切な利用方法について

は、学校と共通理解を図るとともに、ネット

リテラシー醸成講座などで、児童生徒にも指

導しているところです。また、本区では、SNS

の利用制限などの設定を行うとともに、チャ

ットは教員が管理しているグループチャッ

トのみが利用可能な設定です。 
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㉔『探究的な学び』『協働的な学び』 及び『個

別最適な学び』等の実現」を目指すのは、良

いと思います。ただ、「そのために『教育デ

ジタル・トランスフォーメーション』（教育

ＤＸ）を積極的に推進する必要があります。」

というのは、必ずしもそうとは言い切れな

い。あらゆる学びをするための基礎力として

の「読み・書き」がまだおぼつかない低年齢・

低学年への安易なタブレット学習や「教育デ

ジタル・トランスフォーメーション」、不要

どころか、記憶力、読解力などを育む上で弊

害になる。小学校低学年の場合、タブレット

操作ではなく、子どもには「読み書き」の力

をきちんと身につけてほしい。ICT を教育で

使うのは休校要請があったときのオンライ

ン授業、あるいは「識字障害がある」「学校

へ行きたくない」など ICT が助けになる子の

利用など、必要なときにとどめてほしい。 

１ 

「教育デジタル・トランスフォーメーショ

ン」は、「探究的な学び」「協働的な学び」「個

別最適な学び」への転換及び学校等の働き方

改革による子どもたちに向き合う時間の拡

充を図るための手段として位置づけ、取り組

んでまいります。 

学校での ICT 活用に関しましては、デジタル

技術が不可欠となっている社会において必

要な資質や能力を育むため、タブレット端末

を文房具と同じように積極的に活用してい

くことを目指しています。保護者の皆様のご

懸念に対しましては、ＩＣＴ技術の導入にあ

たっては学識経験者の知見を踏まえて進め

るとともに、オンラインセミナーやリーフレ

ット配布等を通じてきめ細かい情報発信を

行ってまいりましたが、今後も様々な手段を

通じて情報発信を継続してまいります。 

また分散登校時のオンライン学習につきま

しては、児童・生徒、保護者、教員へのアン

ケートを実施しており、その結果を踏まえて

検証や今後の改善を行ってまいります。 

㉕授業のデジタル化を進めるにあたっては、

それがどのように、従来の紙と鉛筆に比べて

効果が高いのか、生徒らの心理的・精神的な

面も含めて、メリット・デメリットを検証し

てからにしてほしい。 

１ 

区ではＩＣＴを文房具と捉え効果的な教育

につなげ、先進事例や有識者のご意見等も踏

まえＩＣＴを活用した学びを推進してまい

ります。ＩＣＴのよさとこれまでの学習のよ

さを適切に組み合わせたハイブリッド型の

授業を実施してまいります。 

㉖成長中の子どもの脳へのデジタル機器の

影響が心配されている。十分留意した体制を

望む。 

１ 

デジタル機器は、現代社会において、学校だ

けでなく家庭内でも広く利用されており、機

器に触れずに生活することは困難な社会環

境にあると考えられます。そうした中で、発

達段階にある児童・生徒の健康状態を注視し

ながら、機器の適切な利用について、児童・

生徒への啓発や、保護者・教職員への情報提

供を適宜行ってまいります。 
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Ｌ４ 才能や個性をはぐくむ体験型教育の

推進 
３  

①外遊びの充実は「学校の遊び場開放」だけ

でなく、子どもたちに最も身近な場所「公園」

で自由に遊べる場となるよう、計画に記載し

てほしい。 

１ 

世田谷区では子どもたちが外遊びをできる

身近な場所のひとつとして、校庭の開放を行

ってまいりました。 

 教育委員会としましては、これからも校庭

が身近な遊び場として開放を継続できるよ

う、運営方法等について検討を進めてまいり

たいと思います。 

②子どもたちの学びに体験的な学習が非常

に重要だと考えています。その方法として、

多くの国で授業として行われている「演劇教

育」を世田谷の教育に取り入れていくことを

提案する。 

１ 

演劇を取り入れた教育手法については、様々

な教育的効果があると認識しています。教育

委員会においても、これまでパブリックシア

ターと連携し、児童・生徒や教員を対象とし

たワークショップを開催しております。各学

校においては、学習指導要領に則り、特色あ

る教育活動を実施しております。頂いたご意

見については、参考とさせていただきます。 

③才能や個性をはぐくむ教育として、生け花

と触れ合うなど、体験学習が必要だと思いま

す。 

１ 

生花に触れあい、育てる活動は教育効果が高

いと考えております。オリンピック・パラリ

ンピック東京大会を契機に、世田谷花卉園芸

組合の協力により全校で花を栽培するなど

の取組みを進めてまいりました。今後とも学

校菜園などを有効に活用して子どもたちが

植物に触れ合い、愛しむ活動を継続してまい

ります。 

Ｌ５ 一人一人の個性を伸ばす特別支援教

育の推進 
１３  

①発達障害など、特別な支援が必要な児童に

関して、なるべく定型発達の児童と同じ教室

でかかわる時間を作ってほしい。多様性を尊

重する社会には必要な教育だと考えます。 

１ 

多様性を尊重する社会の形成に向け、学校教

育の果たす役割は重要であると考えており

ます。特別支援学級等に在籍する児童・生徒

が豊かな社会性を育んでいけるよう、また、

通常の学級に在籍する児童・生徒の障害者理

解が深まるよう、共に学ぶ機会の充実を図り

ます。 

②「学習障害の子に合った学級」を望む。 １ 

知的発達の全般的な遅れのない、学習障害の

あるお子さんにつきましては、通常の学級に

在籍し、一部特別な指導が必要な場合は、「特

別支援教室」を利用していただいておりま
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③学習障害に適した、「学習を受ける権利」

を子どもたちに与えてほしい。 
１ 

す。今後、学習障害のある児童・生徒の指導

や支援を充実できるよう、教職員の専門性の

向上やＩＣＴの活用促進、心理的な援助の充

実などに取り組んでまいります。 

④日本は障害者権利条約を批准しているこ

とを踏まえて、世田谷区はインクルーシブ教

育の推進を教育ビジョンに掲げるべきと考

えます。 

１ 

障害の有無に関わらず、同じ教室で共に学

び、共に育つインクルーシブ教育の推進につ

いて、ご意見をいただきました。現在、世田

谷区における保護者の方の就学先に関する

ご意向は、お子さんの特性を踏まえた指導に

より、お子さんの持てる力を最大限伸ばして

いく特別支援教育を望まれる方や、合理的配

慮のもと、地域の学校で地域のお子さんと共

に過ごすことに重きを置かれる方がいらっ

しゃるなど、多様であるとともに尊重すべき

ことであると考えています。 

今後、教育委員会では、誰一人置き去りにさ

れることなく全ての子どもたちが、生き生き

と充実した学校生活を送ることができるよ

う、教職員一人一人がインクルーシブ教育に

関する理解を深め、その実現に向けた取組み

を共有し実践できるよう、先進的な事例等の

データベース化について検討いたします。 

また、教育総合センターを拠点とし、教員の

専門性向上と人材育成、専門チームによる支

援の強化、教育環境の整備、障害理解教育の

推進などに取り組み、どの子どもも等しく認

められ尊重されるインクルーシブ教育を推

進してまいります。 

⑤共生社会を目指す世田谷区では、希望する

全ての子供達が同じ空間で共に学び、能力に

よる差別なく一人の人間として等しく認め

られ、尊厳される共に学ぶ教育(インクルー

シブ教育)を推進してほしい。 

１ 

⑥特別支援学級や特別支援学校の充実はイ

ンクルーシブ教育の考え方とは真逆の政策。 
１ 

⑦インクルーシブ教育は特別支援教育の範

疇ではないのです。世田谷区の教育の在り方

を示す大きなものです。共生社会とのつなが

りでいうと、世田谷区全体の在り方を示すも

のなので、しっかりと素案に位置付けてほし

い。 

１ 

⑧『地域の学校でどの子どもも共に学ぶ』が

インクルーシブ教育であり、同じ教室で同じ

教材を使います。ここで大切なのは学習の理

解度ではなく同じ経験を共有することです。

インクルーシブ教育を正しく理解せずに、相

反する特別支援教育を充実させることが「イ

ンクルーシブ教育の推進」とは、大きな間違

いである。 

１ 

⑨子どもたちが関わり合い教え合ってこそ、

自分の得意なこと好きなことをさらに伸ば

し、苦手なこと嫌いなことにも興味を持ち伸

ばしていける、という事実に目を向けていた

だきたいです。 

１ 

⑩特別支援教育の推進について、障がい者の

教育は学校教育で終わりではありません。学

校卒業後も続くと思いますので、福祉と連携

１ 

切れ目のない一貫した支援を行うため、教育

が福祉や医療と連携していくことは重要で

あることから、今後も充実を図ってまいりま
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して行うことを希望。また、東京 2020 で障

がい者スポーツに関心があるうちに、障害理

解をすすめて欲しい。 

す。また、オリンピック・パラリンピックを

契機に、パラリンピアンや障害者スポーツ選

手を学校に講師として招き、様々な学習や体

験授業が行われ、障害者理解が進みました。

今後も途切れることなく、継続してまいりま

す。 

⑪特別支援学校・特別支援学級に 1 学期に 1

回以上、演奏を届け、障害の特性のある子ど

もの成長を支援すべきではないか。 

１ 
貴重なご意見ありがとうございます。今後の

施策の参考とさせていただきます。 

⑫特別支援学級の定員を増やすかフォロー

アップ体制を整えてほしい。 
１ 

教育委員会では、これまで校内の支援体制

と、校外から学校を支える体制の両面から、

特別支援教育の体制を整備してまいりまし

た。今後も学校現場の現状や課題を把握し、

特別支援教育推進体制の充実に努めてまい

ります。 

⑬主な取組みに「特別支援学級の子どもと同

学年の通常学級との交流の推進」と、「通常

学級を選んだ障害児を卒業まで支援学級へ

の措置がえをすすめない」を入れてほしい。 

１ 

Ｌ６ いじめ防止対策及び不登校対策等の

総合的な推進 
１０  

①乳幼児期から小中学校における質の高い

教育の推進に「習熟度別授業の充実」「課題

探求型授業の充実」を追加してほしい。 

１ 

習熟度別指導につきましては、都より教員を

加配され、実施しており、一定の成果を上げ

ております。また、課題探求型授業の充実に

つきましては、「せたがや探求的な学び」の

手引きを作成し、今後、全校で実施してまい

ります。 

②不登校支援、特別支援を行う巡回相談の常

勤職員の拡充を求める。 
１ 

１２月に開設する教育総合センターでは、い

じめや不登校、特別支援教育など様々な課題

を早期解決に結びつけるため、従来の教育支

援チームや特別支援教育巡回チームに加え、

新たに不登校支援チームを設置し、専門家の

支援チームによる支援を強化してまいりま

す。いただいたご意見は今後の人員体制を検

討する際の参考とさせていただきます。 

③子どもの生きづらさが問題になっている。

自殺や、いじめも解決に至っていない。この

ため、総合的に子どもが尊重される教育の推

進を望む。 

１ 

子どもの自殺やいじめの問題をはじめとし

て、人権教育や道徳教育を要として、各学校

において総合的に子供が尊重される教育は

必要であると考えます。いただいたご意見は

今後の施策の策定の際の参考とさせていた

だきます。 
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④主な取り組み例に「いじめ加害児童への対

応強化」を追加してほしい。 
１ 

いじめが発見された際には、被害者だけでな

く、加害者からも聞き取りを行い、いじめの

原因等を把握し、指導をしていくことが必要

です。加害者が抱えている問題についても、

その問題に焦点をあて、カウンセリングも含

め必要な対応していくことが重要と考えま

す。いじめには、被害および加害とともに、

傍観者も存在します。そのため、子供たち自

身が、いじめを自分たちの問題として主体的

に考え、話し合い、行動できるようにしてい

くことが必要です。現在、各学校におきまし

ては、いじめの防止に向けた授業を行ってお

ります。今後も、いじめは決して許されない

行為であることを理解し、自覚させるととも

に、すべての児童・生徒が安心でき、お互い

を認めるなど、望ましい人間関係がはぐくま

れるよう取り組んでまいります。 

⑤いじめる生徒の問題もありますが、そのよ

うな生徒に育ったという教育の面からの視

点が重要だと考えますので、こうした視点を

明確にした計画をお願いしたい。 

１ 
頂いたご意見を施策の策定の際の参考とさ

せていただきます。 

⑥いじめ、不登校の無い教育現場を構築して

ほしい。 
１ 

頂いたご意見を施策の策定の際の参考とさ

せていただき、早期発見・未然防止を含めた

いじめ問題への総合的・組織的な対応を行

い、不登校支援の計画的な推進を行ってまい

ります。 

⑦いじめ対策、不登校対策で 1 クラスの定員

を 20 名にしてほしい。 
１ 

クラスの児童・生徒の人数につきましては、

法律によって標準が定められており、それに

基づいて設定することになっております。 

⑧いじめはどこでも起きており、見過ごした

り隠蔽することは犯罪だということを徹底

することが不可欠。事後の第三者委員会は自

治体からの独立性を確保することが不可欠。 

１ 

いじめにつきましては、いじめ防止対策推進

法に基づきながら、各学校においては、学校

いじめ防止基本方針を策定し、学校内でいじ

めに対応する委員会を設置するなど、組織的

にいじめの未然防止・早期発見に努めている

ところです。いじめは起こりうるものとして

対応していくことは必要であり、教育委員会

としても、いじめを見落とすことなく、いじ

めを広くとらえることなど、教員への研修等

を行っているところです。今年度、世田谷区

⑨いじめ等の的確な対応を教員、民生委員や

児童委員に任せていては解決できないので、

DX 化による余剰人員を教育専門職として再

教育し、まちづくりセンターに配置し、見守

り体制を構築してはどうか。 

１ 
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のいじめ防止基本方針を改訂し、次年度より

「世田谷区いじめ問題対策専門委員会」を置

き、第三者の意見等を踏まえた取り組みがで

きるように整備を図ります。また、電話やネ

ットでの相談に対応している「せたがやホッ

と子どもサポート「せたホッと」」とも連携

しながら、いじめ防止対策に努めてまいりま

す。 

⑩いじめる生徒の問題をはっきりさせ、その

親、教師、友人もその情報を共有し、改善す

ることが必要である。 

１ 

いじめにつきましては、いじめの態様や原因

をしっかりと把握し、各学校において組織的

に対応していくことが必要です。いただいた

ご意見につきましては、今後の参考とさせて

いただきます。 

Ｌ７ 教員が子どもとかかわる時間の拡充 １１  

①教員が子どもとかかわる時間を拡充する

ため、年間授業時数の確保は最低限にして学

校開校日を削減してほしい。 

１ 

教員が子どもとかかわる時間の拡充、教員の

負担軽減に向けて、様々な検討や取組みを実

施して、効率的な学校運営・学級運営の実現

を図っていきます。 

②教職員の事務作業を補助する事務員を学

校へ配置し、教員が子どもとかかわる時間を

拡充してほしい。 

１ 

現在、全学校にスクール・サポート・スタッ

フなど学校業務をサポートするスタッフを

配置し、教員の作業を支援しています。 

③教職員が、教育現場に集中できるように事

務の軽減及び残業をなくし、放課後、昼休み

には子どもたちと十分にコミュニケートし

てほしい。 

１ 

教育委員会では、これまでは教員が担ってい

た業務を分担する専門のスタッフとして、ス

クールカウンセラーや部活動指導員、ＩＣＴ

支援員などを配置しております。 

 また、資料作成や印刷、電話や来客への対

応等の事務的業務に関しても、今年度からス

クール・サポート・スタッフを全小中学校に

配置し、教員の事務的業務に対する負担軽減

を図っているところです。今後も、教員が児

童生徒への指導や教材研究等に注力できる

体制づくりに取り組んでいきます。 

④教員の負担を今以上にかけないようにし

てほしい。 
１ 

教員が子どもとかかわる時間の拡充、教員の

負担軽減に向けて、様々な検討や取組みを実

施して、効率的な学校運営・学級運営の実現

を図っていきます。 

⑤教員の負担を軽減し、教員が生徒の顔を見

ること、ふれあいを大事にしてほしい。 
１ 

⑥教員も安心して働けるような環境が子ど

もにもよい影響をもたらすと思う。 
１ 
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⑦行事など教育以外の業務を教員以外に任

せられる方法が必要である。 
１ 

⑧クラブ活動に係る教員の労務改善には、ス

ポーツ部局を所管する区長部局と教育委員

会双方の関わりが必要。 

１ 

国による「学校の働き方改革を踏まえた部活

動改革について」では休日の部活動の段階的

な地域移行に取り組むこととしております。

その地域部活動の運営主体のひとつとして

総合型地域スポーツクラブ（世田谷区では

「総合型地域スポーツ・文化クラブ」）を挙

げています。 

 世田谷区においても、休日の部活動を担う

人材確保の取り組みのひとつとして、クラブ

との連携のあり方を検討してまいります。 

⑨教員は昔のように部活動に関わるべきで

ある。 
１ 

頂いたご意見を施策の策定の際の参考とさ

せていただき、教員が子どもとかかわる時間

の拡充、教員の負担軽減に向けて、様々な検

討や取組みを実施して、効率的な学校運営・

学級運営の実現を図っていきます。 

⑩部活動指導員の採用条件をしっかりとし

てほしい。 
１ 

部活動支援員には、生徒の人格を傷つける言

動及び体罰の禁止、学校、生徒や保護者等の

信頼を傷つけるような行為の禁止等の遵守

事項があり、これらに反した場合は解任され

ることとなります。 

 部活動支援員からは、任用の都度これらの

事項を遵守する旨の誓約書を提出していた

だきますが、任用期間中も研修を通じて人権

尊重の意識の徹底を図ってまいります。 

⑪小学校に音楽専門の講師がいるが、地域や

民間などの人材を活用してはどうか。 
１ 

頂いたご意見を施策の策定の際の参考とさ

せていただきます。 

Ｌ８ 教育総合センターを拠点とした質の

高い教育の推進 
４  

①調整計画は教育を受ける側の視点も重要

であり、教員の人格向上の研修も必要。 
１ 

教育委員会では、教員の資質・能力の向上を

図る教員研修を実施しております。また、学

校においては、ＯＪＴや自己啓発による人材

育成も推進しているところです。 

②学校や地域ごとにスクールロイヤーが必

要。 
１ 

頂いたご意見を施策の策定の際の参考とさ

せていただきます。 
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③区内の法人、大学等と協力して、企業体験

を通して起業を学び取組みなどをしてはど

うか。 

１ 

地域、大学・企業等との連携は、教育総合セ

ンターの教育研究や乳幼児期からの教育・保

育の支援などにおいて取り組んでまいりま

す。 

④リカレント教育の道も念頭においた教育

総合センターの活動に期待。 
１ 

教育総合センターは学校教育をバックアッ

プする拠点として整備します。生涯学習、社

会教育については教育委員会事務局として

本庁機能として進めてまいりますが、教育総

合センターとしましても本庁機能と連携し

取り組みを進めてまいります。 

Ｌ９ 中央図書館機能の拡充と図書館ネッ

トワークの推進 
１２  

①インターネット情報を拡充し、図書館を情

報の宝庫にしてほしい。また、区内大学の図

書館と連携してほしい。 

１ 

1.館内にインターネット閲覧用の端末機 5

台を設置するとともに、フリーWIFI を整備

するなど図書館内の情報環境を整備すると

ともに、昨年度から電子書籍サービスも開始

し、今後さらに拡充していく予定です。 

２．区内大学と大学図書館の利用に関する覚

書を締結し、大学図書館の区民利用を進めて

おり、大学によりましてホームページを通じ

て大学図書館資料の検索ができるように公

開しています。 

②世田谷区電子書籍サービスについて、本が

少なくサービスとして使えない。 
１ 

電子書籍サービスは、図書館にご来館いただ

かなくても可能なサービスであり図書館と

しても充実させるべき課題としています。し

かしながら、紙媒体の図書資料とは異なり、

電子書籍を提供する事業者に作品ごとの使

用料を支払い、提供しておりますが、人気の

ある作品は使用回数や使用期限が設定され

ており、更新方法や蔵書管理などの課題もご

ざいます。このような課題を検討しながら図

書館における電子書籍サービスの在り方に

ついて検討してまいります。 

③図書館のシステムをアプリ化するなど、機

能を充実し、使いやすくしてほしい。 
１ 

今後、図書館システム更新等の機会を捉え、

区民要望等を踏まえて、より利用しやすいシ

ステムとしてまいります。いただいたご意見

は参考にさせていただきます。 

④図書館職員を「民間活用で人件費をおさえ

る(低賃金職員を導入 )」ことは、低賃金非
１ 

あり方検討委員会における報告を踏まえな

がら、魅力ある図書館づくりの実現に向け、
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正規雇用を増やしていくこととなるので、そ

うした考え方は見直すべきだ。 

また、市民教育としての図書館には、蔵書資

料の充実と利用促進を望む。 

中央図書館のマネジメント機能強化、（仮称）

図書館運営協議会の設置と併せて、民間事業

者のノウハウやアイデア等を活用して図書

館サービスを充実してまいります。民間活用

にあたっては、来年度からモデル的に指定管

理者制度を烏山図書館、下馬図書館に導入い

たしますが、安定雇用には十分に配慮して魅

力ある図書館づくりを進めてまいります。 

  世田谷区立図書館では、公共図書館として

望ましい蔵書構成とするため収集方針を定

め、図書資料の選書購入を進めています。蔵

書できる数量に限界があるうえに、予算上の

制約もありご要望いただいた図書を蔵書し

ていないというお声もいただいております。

蔵書していない図書につきましては都立や

他区図書館と相互に図書館融通する相互貸

借なども行い利用者のみなさんの要望に応

えられるように努めております。 

⑤下馬図書館、烏山図書館の民営化は絶対に

反対。 
１ あり方検討委員会における報告を踏まえな

がら、魅力ある図書館づくりを進める必要が

あると考えております。新たに烏山図書館と

下馬図書館にモデル的に指定管理者制度を

導入しますが、中央図書館のマネジメント機

能強化を図るとともに、（仮称）図書館運営

協議会を設置し、しっかりと検証を進めてま

ります。 

⑥図書館の民営化には反対。 １ 

⑦拙速に民間導入進めずに、組織としての体

制を整えながら、これまでの 5 年間を十分に

検証した上で、改めて世田谷区立図書館が目

指すべき将来像について議論が必要。議論の

場として、（仮称）図書館運営協議会にも期

待をしている。 

１ 

⑧中央図書館は、とても暗く、蔵書や音楽映

像資料が少なく、また、レファレンスが地下

にあるので、これらを解消してほしい。 

１ 

中央図書館は、開設後 33 年を経過しており

改修時期を迎えておりさまざまな不具合が

発生しております。令和９年度に予定してい

る改修工事の際にはハード面での改善を図

る予定です。蔵書につきましては収集方針を

定め、図書資料の選書購入を進めています

が、蔵書できる数量に限界があるうえに、予

算上の制約もございます。蔵書していない図

書資料につきましては都立や他区立図書館

と相互貸借などを行い要望された図書資料

が提供できるように努めております。音楽映

像資料については、音響資料として音楽 CD
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を収集しております。インターネットやメデ

ィアの多様化が進む状況を踏まえて、音楽映

像資料の提供方法を検討してまいります。 

⑨蔵書が少ないので、人気がある本などは多

くするなど工夫してほしい。 
１ 

予約が一定数以上になった場合、追加購入

（副本）することにしています。しかしなが

ら、一過性の流行で図書資料を購入すると、

流行がすぎれば利用されない図書が残って

しまい、図書館の蔵書構成へ影響します。ご

理解いただきますようにお願いします。 

図書館・図書室は利用圏域を概ね半径 1 キ

ロ・徒歩 15 分程度と設定し、現状の配置に

より、区内全域をほぼ網羅したものと認識し

ています。既存の施設につきましては、施設

の改修等の機会を捉え、より利用しやすい図

書館となるよう検討してまいります。 

⑩「図書館は智恵の宝庫」なので、人気の本

の貸し出しに重点を置くのではなく、図書館

のあり方を考えてほしい。 

１ 

平成 27 年に策定した「第 2 次世田谷区立図

書館ビジョン」では、基本理念を「知と学び

と文化の情報拠点」と定め、図書館資料の充

実やレファレンスサービスなどの課題解決

支援機能の充実、各図書館の地域特性に応じ

た資料収集や情報発信の充実などに取り組

んできました。今後も、頂いたご意見を施策

の参考にさせていただき、より良い図書館づ

くりを進めていきます。 

⑪臨時職員の質の向上をしてほしい。 １ 

図書館職員を対象とした接遇研修を毎年実

施しております。この度いただきましたご意

見を踏まえ、引き続き職員の接遇の向上を図

ってまいります。 

⑫梅丘図書館の建替え工事を開始してほし

い。 
１ 

梅丘図書館は改築工事延期となりましたが、

令和５年度早期に着工できるように、しっか

りと準備を進めてまいります。 

第２章第１節 調整計画における視点 ８  

①少人数教育について、35 人では多いので、

30 人、20 人として 1 人 1 人の子ども達の能

力を丁寧に引き出すことが重要。 

１ 頂いたご意見を施策の策定の際の参考とさ

せていただき、学級編成の基準につきまして

は、国の法により決まっており、今年度から

順次３５人学級を実施しております。 

②少人数教育について、1 クラス 15 人～20

人位が妥当と思われるので、退職した教員を

配置してはどうか。 

１ 

③下北沢小学校の合併について、空き教室も １ 平成２５年度に「世田谷区立小・中学校の適



23 
 

なくなり、低学年用の音楽室もなくなる。毎

年、学級数が増えており、35 人学級は不可

能ではないか、これは区の当該号の計画のミ

スではないか。 

正規模化・適正配置に関する具体的な方策

（第２ステップ）」を策定し、守山小、東大

原小、北沢小の３校を統合し、下北沢小とな

りました。 

 統合以降、児童数の増加とともに、令和３

年４月１日には、「公立義務教育諸学校の学

級編成及び教職員定数の標準に関する法律」

の一部を改正する法律が施行されたため、今

後、普通教室の不足が懸念されることから普

通教室を確保する改修工事を行います。 

 今後も、教育環境整備とともに、質の高い

教育の確保に向けて取り組んでまります。 

④少人数教育について、1 学級 35 人を全学

年で実現してほしい。 
１ 学級編成の基準につきましては、国の法によ

り決まっており、今年度から順次３５人学級

を実施しておりますが、中学校につきまして

は、現在、未定です。３０人学級の実現につ

きましては、現在、未定です。教員の配置に

つきましては、今後も、教員の任命権者であ

る都教育委員会に要望をしてまいります。 

⑤少人数教育について、先生の目も行き届く

ので、いじめ問題に気づき、個別に指導しや

すくなるので、学級 30 人を全学年で実現し

てほしい。 

１ 

⑥少人数教育について、早急に実施すべきで

ある。 
１ 

⑦学校で教育を完結することを基本として、

スマホやネットの情報の正確性や伝統文化

などの職業体験、フードロスやごみの問題な

どを通じて SDGs を実現していく教育などを

実施してほしい。 

１ 
様々な施策を通じて、世田谷らしい質の高い

教育を推進していきます。 

⑧子どもの負担を減らすために、6 時間目の

廃止、土曜日授業の廃止を希望。 
１ 

頂いたご意見を施策の策定の際の参考とさ

せていただきます。 
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（３）その他（１５件） 

意見の概要 件数 教育委員会の回答 

①池ノ上小学校は、なぜ新築にしなかったの

か。 
１ 

池之上小学校は、現在、旧北沢小学校を仮校

舎として学校運営していますが、元の場所で

全面改築（新築）する計画としています。 

②通学区域校を変更して、児童・生徒数が少

ない学校を減らして、多くの人と触れ合える

ようにしてはどうか。 

１ 

世田谷区教育委員会では「地域とともに子ど

もを育てる教育の推進」を基本方針に掲げ、

住所地に基づく「通学区域制」を採用してお

ります。区立学校の通学区域の考え方といた

しましては、各学校の規模、小・中学校で構

成している「学（び）舎」の関係、町会や自

治会等の地域コミュニティと学校との関係、

避難所との関係等、様々な要素を総合的に勘

案して定めており、特段のご事情がないお子

さんについては、通学区域校（指定校）へ入

学していただくことになります。 

 児童・生徒のより良い教育環境の実現を目

指し、学校の大規模化・小規模化等の課題へ

の対応について、児童・生徒数の推移等の状

況を見極めながら、学校の適正規模化の方策

の検討を進めてまいります。 

③親と一緒に過ごせなくなった時のために、

子ども自身の自炊力と助けを求める力が大

切ではないか。 

１ 

小学校５年生から中学生までの児童・生徒

は、食事の役割、栄養・献立、調理の三つの

内容を家庭科の授業の中で学んでおります。

小・中学校では、１品の調理から１食分の献

立、１日分の献立作成と段階的に学習し、技

能を身に付けられるように指導を進めてお

ります。その指導に当たっては、必要に応じ

て、地域の人々等の協力を得るなど、食育の

充実に努めてまいります。 

④教員の給与を増やすべき。 １ 

区立小・中学校の教職員は東京都が採用して

おり、給与も東京都から支給されておりま

す。いただいたご意見は東京都に申し伝えま

す。 

⑤短期留学など海外との交流の機会を教育

プログラムとして取り入れ、子ども達の視野

を広げて欲しい。 

１ 

現在行っている小中学生を対象とした姉妹

都市等との海外交流をより充実させてまい

ります。 
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⑥小学校から交通ルールを教えてほしい １ 

学校では警察と連携した防犯訓練を実施し、

セーフティ教室なども通して、交通安全に関

する教育を実施しております。 

⑦学校の図書室の書架を充実してほしい。 １ 

各学校では予算の範囲内で図書の入れ替え

を行っています。また、学校図書館運営事業

者と連携して、図書室の改善充実に努めてい

ます。 

⑧外国にルーツのある児童を対象とした日

本語教育の充実や夜間中学への支援を反映

してほしい。 

１ 

区では「帰国・外国人教育相談室」を設置し、

区立小・中学校に在籍している日本語指導が

必要な帰国・外国人の児童・生徒に対して、

「日本語初期指導」「訪問指導」「補習教室」

などの支援を実施しています。児童・生徒の

状況に応じて、今後も支援をより充実させて

まいります。 

⑨すまいるルームの長期休みの期間の受講

や、出席できなかった時の補講を可能として

ほしい。 

１ 

すまいるルームでは、全般的な知的発達の遅

れがなく、通常の学級での学習におおむね参

加できるものの、情緒の発達にかたよりがあ

るなど、発達上の特性によって一部特別な指

導が必要と認められる場合に、コミュニケー

ションスキル向上などの指導を実施してい

ます。頂いたご意見を参考とさせていただ

き、すまいるルームと通常の学級との連携強

化を図り、指導や支援の充実に向け取り組ん

でまいります。 

⑩パンと牛乳の廃止を強く希望。 １ 

学校給食は、国が定めた「学校給食摂取基準」

に基づき、児童・生徒に栄養バランスが取れ

た多様な食事の提供を基本としており、子ど

もたちの成長期に必要な栄養素を摂取する

うえで、牛乳やパンの提供は大事であると考

えています。今後も様々な食品を上手く組み

合わせて栄養バランスの取れた給食提供に

努めてまいります。 

⑪生涯を通じて学びあう地域コミュニティ

づくりに「小学校をまたぐ児童の交流」を追

加してほしい。 

小学校から中学校進学時と同様に、友人関係

を理由に区域外就学も可能としてほしい。 

１ 

小学校連合運動会など、区立小学校が一堂に

会す行事では児童相互の交流も目的として

しています。 

何らかの事情により指定校以外の学校を希

望する場合には、教育委員会に指定校変更の

申請をすることができます。区は「指定校変

更許可基準」に基づき審査いたします（なお、
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世田谷区内で指定校の変更を申請する場合

は「指定校変更申請」、世田谷区外から区立

学校への就学を申請する場合は「区域外就学

申請」となります）。「友人関係」を理由とす

る申請につきましては「保育園・幼稚園・小

学校等の友人関係で、特に配慮を要する場

合」と認められる場合に、指定校変更を許可

しております。申請いただいた内容を丁寧に

確認し、指定校変更が必要と認められる場合

には柔軟に対応してまいります。 

⑫小学校進学に際して、「区域外就学の承諾

基準を緩和」を教育ビジョンに盛り込んでほ

しい。現状、転居や兄弟等の特別な事情でし

か認められないが、「校風や教育方針等が子

供に合う」「幼稚園で仲の良い友達と同じ学

校に進学したい」といった理由でも申請可能

としてほしい。 

１ 

世田谷区教育委員会では「地域とともに子ど

もを育てる教育の推進」を基本方針に掲げ、

住所地に基づく「通学区域制」を採用してお

ります。区立学校の通学区域の考え方といた

しましては、各学校の規模、小・中学校で構

成している「学（び）舎」の関係、町会や自

治会等の地域コミュニティと学校との関係、

避難所との関係等、様々な要素を総合的に勘

案して定めており、特段のご事情がないお子

さんについては、通学区域校（指定校）へ入

学していただくことになります。 

 ただし、何らかの事情により指定校以外の

学校を希望する場合には、教育委員会に指定

校変更の申請をすることができます。区は

「指定校変更許可基準」に基づき審査いたし

ます（なお、世田谷区内で指定校の変更を申

請する場合は「指定校変更申請」、世田谷区

外から区立学校への就学を申請する場合は

「区域外就学申請」となります）。 

 ご提案いただいた内容のうち、「校風や教

育方針等が子供に合う」につきましては、基

準に該当するものがなく、また、公立学校と

いう性格上、その他にご事情がない場合は柔

軟に指定校変更をお認めするのは難しいも

のと思われますが、「友人関係」を理由とす

る申請につきましては「保育園・幼稚園・小

学校等の友人関係で、特に配慮を要する場

合」と認められる場合に、指定校変更を許可

しております。ご意見の通り、幼稚園や保育

園で培った友人関係も大切なものと考えて

おりますので、申請いただいた内容を丁寧に

確認し、指定校変更が必要と認められる場合

には柔軟に対応してまいります。 
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⑬憲法 20 条 3 項対策として宗教教育を進め

てほしい。 
１ 

頂いたご意見を施策の策定の際の参考とさ

せていただきます。 

⑭子どもがお金がなくて食べ物が買えない

ときに、事情を話せばお金がもらえる場所を

作ってはどうか。 

１ 

⑮子どもの貧困問題への対策と備えが必要。 １ 

 


